
 

リレーションシップバンキングの機能強化計画書 
進捗状況について（平成１５年４月～１７年３月） 

 
平成１７年４月２８日 
目 黒 信 用 金 庫 

 
 平成１５年８月に策定した当金庫の「リレーションシップバンキングの機能強化計画」

に関する平成１５年度、１６年度期間中（平成１５年４月１日～平成１７年３月３１日ま

で）における進捗状況の概要は以下のとおりであります。 
 
１．１５年４月～１７年３月までの全体的な進捗状況について 
   「リレーションシップバンキングの機能強化計画」で策定した各項目に対する取組

を継続的に実施し、その計画の実現に向けて鋭意取り組んでまいりました。 
１５年度期間中、本機能強化計画をスタートするにあたり、この取組みを「集中改

善期間」だけでなく、将来にわたり継続的なものとすべく「人材育成」を全体的な取

組方針の土台として取り組んでまいりました。「人材育成」につきましては、特に、創

業・新事業支援を含めた「取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化」について

の人材の育成を進めました。この人材育成への取組みは、１６年度へも継続され、１

６年度につきましては、営業店長、融資担当者を中心に本部集合研修を実施し、相談・

支援業務のより実戦的な研修行い取組みを強化しました。 
これらの取組みを土台に、１６年度より「企業再生支援グループ」を中心に具体的

な企業再生支援活動を開始するに至りました。そして、従来より継続しているお取引

先企業への訪問を通じての経営相談より一歩踏み込み「経営支援から再生支援へ」と

いう理念のもと取り組んでまいりました。この実績を生かして、さらに今後もこの取

組みを継続してまいります。 
 

２．１６年１０月～１７年３月までの進捗状況について 
上記、再生支援に対する取組みを、「企業再生支援グループ」と営業店が一体とな

り継続するとともに、「顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化」に対し

ても積極的に取り組み、事前研修、事後のフォローアップという態勢の中、内部体制

を整えてまいりました。また、ビジネスマッチングや透明性向上に向けたディスクロ

ーズで活用すべくホームページの機能強化にも積極的に取り組みました。 
 
３．計画の達成状況 
   １５年４月から１７年３月までの集中改善期間中、各取組みについて、鋭意取組ん

で参りました。基本的な取組みの「人材育成」については、各種研修やＯＪＴを実施

する中で一定の成果を収めることができました。また、この人材育成を図る中で「企

業再生支援グループ」を設置し、この活動の中で企業再生支援先の中からも、一定の

実績をあげることができました。 
 



 

４．計画の達成状況に対する分析・評価及び今後の課題 
１５年度より展開している長期経営計画において掲げている当金庫の目指すべき金

庫像「めぐろの力で地元を元気にする」の実現に向け、本機能強化計画を推進してま

いりました。今回の取り組みを、今後継続的に行っていくことで、更なる健全性の維

持確保、収益力の向上を図り、円滑な資金供給と各種サービスの提供を継続して行い、

地域のお客さまとともに発展することによって地域に貢献していきたいと考えていま

す。 

 
以   上 



機能強化計画の進捗状況（要約） （別紙様式３）

１．１５年４月から１７年３月の全体的な進捗状況

２．１６年１０月から１７年３月の進捗状況

３．計画の達成状況

４．計画の達成状況に対する分析・評価及び今後の課題

５．アクションプログラムに基づく個別項目の計画の進捗状況

具体的な取組み 備　　　考　
１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

Ⅰ．中小企業金融の再生に向けた取組み

１．創業・新事業支援機能等の強化

（１）業種別担当者の配置等融資審査態勢の強化 ・実行後における、事業
計画との比較分析。
・事業リスクの調査を十
分行うことによる担保・
保証を過度に依存しな
い融資体制の構築。

事業を観る目、いわゆ
る目利き力について、
外部研修・庫内研修を
活用し、創業企業や新
規事業の将来性の見
極めや経営コンサル
ティングが出来る人材
育成について注力しま
した。

融資審査態勢の強化
を行なうとともに１６年
１０月より、営業店融資
担当者を一定期間「ト
レイニー」として本部融
資課へ派遣し、融資担
当者のレベルアップを
図りました。

（３）産学官とのネットワークの構築・活用や日本政策投資銀行
との連携。「産業クラスターサポート会議」への参画

・「産業クラスターサポー
ト会議」への参加。
・「目黒区産業政策区民
会議」への継続した取り
組 み

「産業クラスターサポー
ト会議」へ参加。
「目黒区産業政策区民
会議」、「融資研究プロ
ジェクトチーム会議」へ
の参加

「産業クラスターサポー
ト会議」へ参加。
「目黒区産業政策区民
会議」へ参加、

「産業クラスターサポー
ト会議」への参加およ
び地域においても「目
黒区産業政策区民会
議」等へ参加し連携を
深めました。

「産業クラスターサポー
ト会議」への参加およ
び地域においても「目
黒区産業政策区民会
議」等へ参加し連携を
深めました。

・景況調査報告を基にした業種別企業動向の
チェック及び経済環境の把握。
・実行後における事業計画に対する検証とフォ
ローアップ。
・実地調査による経営者の総合的能力の把
握。

  「リレーションシップバンキングの機能強化計画」で策定した各項目に対する取組を継続的に実施し、その計画の実現に向けて鋭意取り組んでまいりました。
１５年度期間中、本機能強化計画をスタートするにあたり、この取組みを「集中改善期間」だけでなく、将来にわたり継続的なものとすべく「人材育成」を全体的な取組方針の
土台として取り組んでまいりました。「人材育成」につきましては、特に、創業・新事業支援を含めた「取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化」についての人材の育
成を進めました。
  この取組みを土台に、１６年度より「企業再生支援グループ」を中心に具体的な企業再生支援活動を開始するに至りました。そして、従来より継続しているお取引先企業へ
の訪問を通じての経営相談より一歩踏み込み「経営支援から再生支援へ」という理念のもと取り組んでまいりました。この実績を生かして、さらに今後もこの取組みを継続し

  上記、再生支援に対する取組みを、「企業再生支援グループ」と営業店が一体となり継続するとともに、「顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化」に対して
も積極的に取り組み、事前研修、事後のフォローアップという態勢の中、内部体制を整えてまいりました。また、ビジネスマッチングや透明性向上に向けたディスクローズで活
用すべくホームページの機能強化にも積極的に取り組みました。

１５年４月から１７年３月までの集中改善期間中、各取組みについて、鋭意取組んで参りました。基本的な取組みの「人材育成」については、各種研修やＯＪＴを実施する中で
一定の成果を収めることができました。また、この人材育成を図る中で「企業再生支援グループ」を設置し、この活動の中で企業再生支援先の中からも、一定の実績をあげ
ることができました。

  １５年度より展開している長期経営計画において掲げている当金庫の目指すべき金庫像「めぐろの力で地元を元気にする」の実現に向け、本機能強化計画を推進してまい
りました。今回の取り組みを、今後継続的に行っていくことで、更なる健全性の維持確保、収益力の向上を図り、円滑な資金供給と各種サービスの提供を継続して行い、地
域のお客さまとともに発展することによって地域に貢献していきたいと考えています。

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

1 （目黒信用金庫）



具体的な取組み 備　　　考　
１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

（４）ベンチャー企業向け業務に係る、日本政策投資銀行、中小
企業金融公庫、商工組合中央金庫等との情報共有、協調投融
資等連携強化

・信金中央金庫と協力し
て、ベンチャー事業に関
する情報があれば取組
んでいく。

・制度融資の積極的活
用。
・地元ベンチャー事業
に関する情報の取得。
・信金中央金庫との情
報交換。
・信金中央金庫より、
提供される情報の活用
による融資機会等の拡
大及び検討。

・制度融資の積極的活
用。
・地元ベンチャー事業
に関する情報の取得。
・信金中央金庫との情
報交換。
・信金中央金庫より、
提供される情報の活用
による融資機会等の拡
大及び検討。

従来と同様に区等の制
度融資に対し積極的に
推進するとともに信金
中金との情報交換や
商工中金と業務協力
契約を結び連携強化に
努めました。

従来と同様に区等の制
度融資に対し積極的に
推進するとともに信金
中金との情報交換や
商工中金と業務協力
契約を結び連携強化に
努めました。

（５）中小企業支援センターの活用 ・同センターの特色や支
援機能に応じて基本的
な連携方針について検
討する。
・同センターの特色や強
みについて、研修会を開
催する。

・同センターの支援機
能について情報収集を
行う。
・基本的な連携方針に
ついて検討する。
・現場担当職員対象に
研修会を開催する。

・取引先に対する支援
事業の推進と地域へ
の告知活動、普及運動
の展開。

中小企業支援センター
の支援機能等の理解
を深めるため、同セン
ターと意見交換や情報
収集を行いました。

中小企業支援センター
の支援機能等の理解
を深めるため、同セン
ターと意見交換や情報
収集を行いました。

２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

（１）経営情報やビジネス・マッチング情報を提供する仕組みの
整備

・当金庫ホームページを
活用していく。
・信金共同事務センター
が提供を予定している
「中小企業向けポータ
ル」について参加し、活
用していく。

・信金共同事務セン
ター「中小企業向け
ポータル」についての
内容検討。
・ホームページ上での
活用方法の検討。
・「中小企業向けポータ
ル」の試行とサービス
開始。
・ホームページ公開用
の資料整備と試行。

・ホームページ上での
コンテンツサービス開
始。
・「中小企業向けポータ
ル」の運用状況の検
討。
・提供した経営情報や
ビジネス・マッチング情
報の成果に対する検
討。

実施スケジュールどお
りに進捗し、仕組み面
の整備（ホームページ
上の情報提供や顧客
紹介コンテンツ公開）も
行われました。
また、継続的に景気動
向調査に参画し、分析
調査を行うとともに、そ
の結果の情報提供を
行いました。

・１６年１０月および１７
年１月　地域の景気動
向について調査・分析
を行うとともに、その結
果を、小冊子として店
頭配布しました。
・１７年３月　当金庫
ホームページ上に「お
客様紹介ページ」を公
開。
・１７年３月　しんきん協
議会ホームページ上に
「企業会員交流広場」
としてコンテンツを公
開。（当金庫取引先参
加企業１１社）

・営業地区内商店街への支援
区内共通商品券収納事務の取扱い。
　（個別店舗への決済面の支援）

・営業地区内商店街への支援
商店街ポイントカード入金事務の取扱い。
　（商店街のカード事業への支援とＩＴ化等
の新しいスキームの提案による商店街の
活性化）

・取引先事業所への業務のＩＴ化支援
「めぐろ一括データ伝送サービス」の推進。
（ＩＴ化による業務効率化への支援、アドバ
イス）

（３）要注意先債権等の健全債権化及び不良債権の新規発生
防止のための体制整備強化並びに実績公表

（５）「地域金融人材育成システム開発プログラム」等への協力 営業店担当者による個
別指導を継続するととも
に、同プログラムの情報
収集に努める。

・営業店担当者による
個別指導を継続
・「地域金融人材育成
システム開発プログラ
ム」の情報収集

・営業店担当者による
個別指導を継続
・「地域金融人材育成
システム開発プログラ
ム」の情報収集

地元金融機関として、
地元中小・零細企業に
対してどのように支援、
指導が可能か検討を
行いました。また、業界
団体の部会に部員を
派遣し、地域のしんき
ん協議会においても取
引先企業に対して勉強
会やパソコン講習会等
の実施に向けて検討を
行いました。

パソコン講習会につい
て講師の態勢、ポス
ター、チラシの作成等
準備が整い、平成１７
年度実施する計画を策
定しました。

別紙様式３－２、３－３及び３－４参照

2 （目黒信用金庫）



具体的な取組み 備　　　考　
１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

３．早期事業再生に向けた積極的取組み

（１）中小企業の過剰債務構造の解消・再生の取組み。「早期
事業再生ガイドライン」の趣旨を踏まえた事業再生への早期着
手

・融資課に「経営改善支
援グループ(仮称)」を新
設する。
　また、全店の店長を
「経営改善支援担当者」
とする。
・経営改善の可能性の
ある債務者企業の選定・
支援方策を検討する。
・大口与信先を中心に、
定期的に業況ヒアリング
を実施する。
・審査担当者のスキル
向上を図る。

・「経営支援グループ
(仮称)」の新設検討。
・「企業再生支援人材
育成研修」等研修プロ
グラムヘの参加
・経営改善の可能性の
ある債務者企業の選
定・支援方策の検討。

・支援方策の実施状況
の適切なフォロー
・経営改善の可能性の
ある債務者企業の追
加選定や具体的経営
改善支援等の拡充。
・前年度の取組み実績
の検証及びそれを踏ま
えた効果的施策の検
討。
・取組み実績等をディ
スクロ誌等で公表。

本部内に担当部署を
設置し、態勢の整備を
行うとともに外部研修
を活用した人材育成に
努めました。
１６年３月、規程、要
領、行動計画を定める
とともに支援先の選定
に着手しました。
１６年１０月　第２次再
生支援先を追加、企業
再生支援グループ及び
営業店長が中心となり
再生支援活動を継続
中。

１８先を企業再生先とし
て、現在当初の行動計
画等を順次見直しを行
いながら活動を継続
中。（１６年度ランクアッ
プ５先）全金庫的な取
組みへの認識もできた
ので営業店と本部の連
携を密にし実績のある
取り組みにしていきま
す。

（２）地域の中小企業を対象とした企業再生ファンドの組成の取
組み

・近隣地域における地公
体や保証協会等との提
携の情報に留意しつつ、
その活用性を検討して
いく。

・組成のための手法お
よび会計・税制等の研
究・検討。
・地公体や保証協会等
の組成の可能性の情
報収集。

・組成のための手法お
よび会計・税制等の研
究・検討。
・地公体や保証協会等
の組成の可能性の情
報収集。

企業再生ファンドの取
り組みについて情報収
集に努めました。
東京都と地域金融機
関が出資する再生ファ
ンドについて検討を重
ね、前向きに参加する
方向性を固めました。

企業再生ファンドの取
り組みについて情報収
集に努めました。
東京都と地域金融機
関が出資する再生ファ
ンドについて検討を重
ね、前向きに参加する
方向性を固めました。

（３）デット・エクイティ・スワップ、DIPファイナンス等の活用 ・事例等の情報収集に
努める。
・個別案件が発生した場
合、その活用を検討す
る。

・事例等の情報収集に
努める。
・個別案件が発生した
場合、その活用を検討
する。

・事例等の情報収集に
努める。
・個別案件が発生した
場合、その活用を検討
する。

現実に活用できるかど
うか、他の地情報・事
例等の取り組みについ
ての収集に努めたが、
活用する案件はありま
せんでした。

１７年３月　情報やノウ
ハウの蓄積をさらに進
めるべく商工組合中央
金庫との業務協力を開
始しました。

（４）「中小企業再生型信託スキーム」等、ＲＣＣ信託機能の活
用

・成功事例等を情報収
集するとともに、当金庫
の顧客企業への有効性
を検証し、個別案件で有
効性が確認されれば、
活用を検討していく。

・担当部署において、
事例研究等情報収集
に努め、理解を深め
る。
・個別案件ごとにその
有効性を検証する。

・担当部署において、
事例研究等情報収集
に努め、理解を深め
る。
・個別案件ごとにその
有効性を検証する。

中小企業再生型信託
スキ-ムの有効性の検
証と理解並びに事例研
究等情報収集に努め
たが、実際の活用実績
はなありませんでした。

中小企業再生型信託
スキ-ムの有効性の検
証と理解並びに事例研
究等情報収集に努め
たが、実際の活用実績
はなありませんでした。

（５）産業再生機構の活用 必要に応じて、産業再生
機構の機能を有効に活
用できるかどうか検討し
ていく。

・事例研究等情報収集
に努め、同機構の機能
への理解を深める。
・現場担当職員が同機
構への理解を深めるた
め研修会を開催する。

・成功事例等情報収集
に努める。
・対象企業を選定し、
必要に応じて、産業再
生機構の機能を有効
に活用できるかどうか
検討していく。

担当部署並びに現場
担当職員の理解を深
める為に、融資担当会
議等で機能を有効に活
用出来るか等、情報収
集に努めたが実際の
活用実績はありません
でした。

スキームの理解と事例
収集に努めたが、実際
に活用できる事案はあ
りませんでした。

3 （目黒信用金庫）



具体的な取組み 備　　　考　
１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

（６）中小企業再生支援協議会への協力とその機能の活用 地域内の中小企業再生
に向けて、中小企業再
生支援協議会の機能を
有効に活用できるか情
報収集と検討を行ってい
く。

・スキームへの理解を
深めるため、同協議会
の活動内容と成功案
件等の情報収集に努
める。
・地域内の中小企業再
生に向けて、同協議会
の機能を有効に活用で
きるかと検討を行う。

・上記活動を行いなが
ら、適用可能な取引先
があれば活用を検討す
る。

地域内の中小企業再
生に向けて、中小企業
再生支援協議会の機
能を有効に活用できる
か検討を行いました。

中小企業再生支援協
議会の活動内容の情
報収集に努めました。

４．新しい中小企業金融への取組みの強化

（１）ローンレビューの徹底、財務制限条項やスコアリングモデ
ルの活用等。第三者保証の利用のあり方

・財務制限条項やスコア
リングモデルの活用につ
いてはＳＩＳでの新システ
ムが構築された段階で
検討。
・キャッシュフロー重視に
よる第三者保証の利用
が過度にならないよう営
業店の職員まで周知徹
底。

・大口与信先の定期的
な業況ヒアリングの実
施。
・営業店職員への周知
徹底。
・融資課指導による、
営業店担当者のキャッ
シュフローに対する理
解力を高める。

・大口与信先の定期的
な業況ヒアリングの実
施。
・営業店職員への周知
徹底。
・融資課指導による、
営業店担当者のキャッ
シュフローに対する理
解力を高める。

全店的に共通の理解
をするために、審査段
階において、営業店担
当者のキャッシュフ
ローに対する理解力、
担保・保証の利用への
考え方を重点に指導す
るとともに、営業店長に
よる定期的な大口与信
先への業況等のヒアリ
ングを継続的に実施し
ました。

信金中央金庫が構築
する「信用金庫業界の
中小企業信用リスク
データベース（ＳＤＢ）」
に参加。共同事務セン
ターシステムとのデー
タ交換も開始されスコ
アリングモデル等の活
用の検討を行いまし
た。

・当金庫独自「財務支援ローン」の発売。
　（平成１４年４月～９月）
　（平成１６年４月～１７年３月）
　　中小企業、個人事業者の財務内容の改
善を目的として発売。

・当金庫独自「地域振興資金融資」の発
売。
　（平成１５年４月～９月）
　（平成１６年９月～１７年３月）
　　地元顧客を対象とした景気対策支援融
資。

・目黒青色申告会との提携商品の発売。
「めぐろ青色パソコンロ ン」の取扱い

（３）証券化等の取組み ・ＣＬＯや、売掛債権担保
ローン等について、今後
のスキームや条件面、
提携可能先、勘定処理
方法等の研究を行うとと
もに、活用できる企業先
があるか検討していく。

・成功事例等の情報収
集を行うとともにその
制度的な研究を行う。
・取引先企業に活用の
実現性について検証す
る。

１５年度の研究の結果
として、中小事業者お
よび金庫にとって新た
な金融手法としてメリッ
トがあるとの結論に
なった場合には、証券
化を前提とした商品の
発売を検討する。

ＣＬＯや、売掛債権担
保ローン等について、
スキームや条件面、提
携可能先、勘定処理方
法等の研究を行いまし
た。

営業店担当者の理解
も深まり、売掛債権担
保ローンについても取
扱いに至りました。

（４）財務諸表の精度が相対的に高い中小企業に対する融資プ
ログラムの整備

・融資制度､新商品の検
討。
・ＴＫＣとの提携検討。
・ＴＫＣ関連融資制度の
活用検討。
・ＴＫＫ融資保証制度の
利用検討。

・融資制度､新商品の
検討。
・ＴＫＣとの提携検討。
・ＴＫＣとの金融機関と
の交流会参加。

・融資制度､新商品の
検討。
・ＴＫＣとの提携検討。
・ＴＫＣとの金融機関と
の交流会参加。

業界団体(東京都信用
金庫協会)が主催する
研究会(「TKC関連融資
制度について」)に参加
する等、TKC関連融資
制度の情報の収集及
び活用検討を行いまし
た。

ＴＫＣ関連融資制度の
活用検討。

4 （目黒信用金庫）



具体的な取組み 備　　　考　
１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

（５）信用リスクデータベースの整備・充実及びその活用 ・共同事務センター新シ
ステム活用の検討。
・審査体制の強化。
・当金庫独自のプライム
レートの設定。

・共同事務センター新
システムスケジュール
に基づいた活用。
・キャッシュフロー重視
の審査体制の確立。
・営業店融資担当者レ
ベルアップ研修
・経営者の経営力・経
営意欲・信頼性を十分
加味した審査体制の構
築。
・当金庫独自プライム
レートの設定。

・共同事務センター新
システムスケジュール
に基づいた活用。
・キャッシュフロー重視
の審査体制の確立。
・営業店融資担当者レ
ベルアップ研修
・経営者の経営力・経
営意欲・信頼性を十分
加味した審査体制の構
築。

信用リスクに係る共同
事務センターの新シス
テムについて、その検
討部会に部員を派遣
し、共同で今後の審査
体制の構築について検
討を行うとともに、業界
共有の中小企業信用リ
スクデータベースへ参
加し活用していく方向
で取り組みを継続しま
した。また、融資担当
者のレベルアップにつ
いても、集合研修等で
継続的に行いました。

信用リスクデータベー
スについて、共同事務
センターとのデータ交
換が開始され、信用リ
スク管理についてのシ
ステム的な対応が開始
されました。

５．顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化

（１）銀行法等に義務付けられた、貸付契約、保証契約の内容
等重要事項に関する債務者への説明態勢の整備

・約定書の内容検討。
・約定書の作成。
・約定書の説明書内容
検討。
・約定書の説明書作成。

・約定書の内容検討。
・約定書の雛型作成。
・約定書の作成。
・約定書の説明書内容
検討。
・約定書の説明書雛型
作成。
・関連書類の整備検
討。

・約定書の作成。
・約定書の説明書作
成。
・関連書類の整備。
・担当職員への説明会
実施。
・双方署名方式導入開
始。

信用金庫取引約定書
の制定に係る関係書
類の導入と与信取引に
於ける説明態勢への
整備を行いました。

１６年１０月から営業店
融資担当者を本部融
資課へ派遣するトレイ
ニー制度を開始しまし
た。この中で審査管理
能力を高めるとともに、
顧客への説明態勢等、
日常の業務態勢につ
いても再確認を行いま
した。

（２）「地域金融円滑化会議」の設置・開催 ・規程、マニュアルの整
備を進める。
・同会議における事例、
協議内容やその他事例
の情報収集。
・職員向け勉強会等、職
員教育による相談・苦情
処理体制の強化。

・規程、マニュアルの制
定。
・同会議における事
例、協議内容やその他
事例の情報収集。
・職員向け勉強会の実
施。

・規程、マニュアルの制
定。
・同会議における事
例、協議内容やその他
事例の情報収集。
・職員向け勉強会の実
施。

・苦情・トラブル処理規
程ならびに苦情対応マ
ニュアルを制定。「地域
金融円滑化会議」に出
席し、他金融機関との
情報交換にも努めまし
た。

・１６年１１月しんきん苦
情相談所「１６年度上
期・苦情内容集計結
果」を全店にフィード
バック店内勉強会の参
考資料として活用しま
した。
・１６年１２月８日「第３
回地域金融円滑化会
議」に出席。

（３）相談・苦情処理体制の強化 ・苦情・トラブル処理規程
の制定
・苦情対応マニュアルの
作成
・商品知識の向上、サー
ビスの向上

・苦情・トラブル処理規
程の制定
・苦情対応マニュアル
の作成
・職員への苦情・トラブ
ル対応の周知徹底（勉
強会の開催）

・全店の相談、苦情・ト
ラブル発生事例の原因
分析と対策
・職員への苦情・トラブ
ル対応の周知徹底（勉
強会の開催）

・苦情・トラブル処理規
程ならびに苦情対応マ
ニュアルを平成１５年１
１月１日付けで施行。
・苦情・トラブル発生事
例を全店にフィードバッ
クし共通の認識持つ等
態勢整備に努めまし
た。

・毎月のコンプライアン
ス委員会において、前
月分の全店苦情処理
について検証、重要事
項については、定例
「店長会」等で周知徹
底を図りました。

ホームページへの掲載準・ホームページ掲載の
為の態勢整備。
・進捗状況の検証
ホームページ掲載の為
の準備および掲載。

・進捗状況の検証
・ホームページ掲載の
為の準備および掲載。

ホームページ掲載の為
の態勢整備（人員配
置・教育、ソフトウエア
の手当て）を行い、電
子媒体で公表する態勢
が整備され、ホーム
ページ上および店頭で
公開を継続的に行いま
した。

平成１６年1１月、「リ
レーションシップバンキ
ングの機能計画」の進
捗状況について、ホー
ムページ上で公開を行
うとともに、店頭におい
ても、小冊子を備置き
公表しました。

６．進捗状況の公表

5 （目黒信用金庫）



具体的な取組み 備　　　考　
１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

Ⅱ．各金融機関の健全性の確保、収益性の向上等に向けた取組み

１．資産査定、信用リスク管理の強化

（１）①適切な自己査定及び償却・引当の実施 毎期、自己査定基準と
実例との合理性を検討
するとともに自己査定の
スキル向上のため、査
定研修を実施し、査定内
容を充実させてゆく。

・担当者のスキル向上
のため、査定研修を実
施する。
・査定の効率化のため
決算書等の徴求管理
表と債務者概況事前
作成表を採用し、本部
事前検証してゆく。

１５年度自己査定基準
の分析・検討
１５年度の簡易査定影
響度の分析を踏まえ
「自己査定手引き」の
検証。

査定担当者の自己査
定スキル向上のため、
７月末基準によるサン
プリング２０先抽出査
定を１５年度、１６年度
継続的に実施した結
果、債務者の実態把握
の向上が図られまし
た。

・ １６年１２月に臨店説
明会を全店で個別に開
催し、自己査定の詳細
な説明と質疑応答方式
で自己査定実務の向
上と全店統一が図られ
ました。

（１）②担保評価方法の合理性、処分実績からみた評価精度に
係る厳正な検証

具体的売買事例等の実
勢価格の資料の収集を
拡大し、評価精度の向
上をすすめる。

・財産評価基準の路線
価格により、実勢価格
に見合った処分可能見
込額を洗い替える。
・売買事例の収集によ
る蓄積。

・財産評価基準の路線
価格により、実勢価格
に見合った処分可能見
込額を洗い替える。
・売買事例の収集によ
る蓄積。

毎年度継続的に、財産
評価基準の路線価格
による実勢価格に見
合った処分可能見込額
の洗替えと各店別の売
買事例の収集を実施し
評価制度の向上に努
めました。

１６年度における売買
事例の収集を全店的
に実施し「年度別売買
事例集計表」を作成し
ました。

（１）③金融再生法開示債権の保全状況の開示 金融再生法開示債権の
保全状況の開示につい
ては、地元顧客の信頼
を得るためにも重要と考
え、正しい開示を継続的
に行っていく。

平成15年8月発行する
ディスクロージャー誌に
より開示する。

開示を継続していく。 平成１５年８月発行の
ディスクロージャー誌に
より、金融再生法開示
債権の保全状況の開
示を実施し、継続的に
開示しており、ホーム
ページ上においても開
示を行いました。

平成１６年８月発行の
ディスクロージャー誌に
より、金融再生法開示
債権の保全状況の開
示を実施し、ホーム
ページ上でも公開しま
した。

２．収益管理態勢の整備と収益力の向上

（２）信用リスクデータの蓄積、債務者区分と整合的な内部格付
制度の構築、金利設定のための内部基準の整備等

・外部格付制度の研究
および導入の検討。
・当金庫債務者区分と格
付の整合性の検討
・当金庫独自での格付
制度の検討。
・独自プライムレートの
導入検討。

・外部格付制度と当金
庫債務者区分との整
合性の検討。
・適正金利の設定検討
と内部基準の確立検
討。

・外部格付制度と当金
庫債務者区分との整
合性の検討。
・適正金利の設定と内
部基準の確立。

信金中央金庫が構築
する「信用金庫業界の
中小企業信用リスク
データベース（ＳＤＢ）」
ついて参加を検討し、
参加するに至りました。
金庫独自の新プライム
導入について検討し、
１６年度より導入しまし
た。

信金中央金庫が構築
する「信用金庫業界の
中小企業信用リスク
データベース（ＳＤＢ）」
に参加。共同事務セン
ターシステムとのデー
タ交換も開始されスコ
アリングモデル等の活
用の検討を行いまし
た。

３．ガバナンスの強化

（２）①半期開示の実施 半期開示の内容につい
て検討を重ねるとともに
冊子の他、ディスクロー
ジャー誌とともにホーム
ページ上での公開も視
野にいれて態勢を整え
る。

・半期開示の内容の検
討。
・ホームページ掲載の
為の態勢整備。
・半期開示の実施

・以降検討を重ねなが
ら、通年のディスクロー
ジャーとともに内容を
充実させていく。

紙媒体および電子媒体
での公開の為の態勢
整備を行い、継続的に
小冊子およびホーム
ページ上で公開しまし
た。

１６年１１月、小冊子お
よびホームページ上で
公開を行いました。
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具体的な取組み 備　　　考　
１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

（２）②外部監査の実施対象の拡大等

（２）③総代の選考基準や選考手続きの透明化、会員・組合員
の意見を反映させる仕組み等の整備

・総代の選考基準を定め
る。
・全信協での検討結果を
踏まえ、総代会の仕組
み、総代の役割、総代選
考基準や選考方法等
ディスクロージャー誌に
掲載する項目を検討す
る。

・全信協がとりまとめた
情報開示の必須事項
をもとに、当金庫として
の総代会機能向上策
を全般的に検討。
・総代の氏名等任意項
目となっている事項の
掲載については、総代
を対象にヒヤリングし
たうえで確定。

・ディスクロージャー誌
への掲載。
・ディスクロージャー誌
に関するヒヤリングを
実施し、協同組織運
営、総代会制度等に対
する理解状況を把握。

・会員・組合員の意見
を反映させる仕組み等
を検討しました。
・総代会の仕組み、機
能等についての開示方
法等について検討しま
した。
・１６年４月　店頭に総
代名簿を備え置きしま
した。
・１６年８月　ディスク
ロージャー誌へ掲載し
配布しました。

今後の総代会の仕組
み、機能等についての
開示方法等について検
討を継続していきま
す。

（２）④中央機関が充実を図る個別金融機関に対する経営モニ
タリング機能等の活用方針

・引続き信金中央金庫が
運営する「経営分析制
度」を活用していく。
・信金中央金庫が行う各
種研修会に必要に応じ
て参加していく。

・１４年度決算における
決算分析制度による結
果の分析、検討。
・「市場業務研修」等、
研修会の内容検討と
必要に応じて職員の派
遣。

・１５年度決算における
決算分析制度による結
果の分析、検討。
・「市場業務研修」等、
研修会の内容検討と
必要に応じて職員の派
遣。

信金中央金庫のモニタ
リング結果を常務会に
て検討を行うとともに業
務的な改善のため活
用しました。
また、同金庫が行う研
修会等に職員を派遣し
レベルアップを図りまし
た。

・信金中央金庫のモニ
タリング結果に基づき、
リスク等を確認し改善
策を練りました。

信用金庫業界の中央金融機関である信金
中央金庫が運営する「信用金庫経営力強
化制度」における「経営分析制度」やALM支
援体制を活用して業務運営の参考としてお
ります。

４．地域貢献に関する情報開示等

（１）地域貢献に関する情報開示 ・業界団体から示された
開示に関する検討結果
を踏まえ、地域貢献活動
についての情報開示を
充実させる。
・顧客の意見を参考とし
て、地域貢献活動と開示
情報の一層の充実に努
める。

・業界団体から示され
た開示に関する検討結
果を踏まえ、情報開示
項目の検討を行う。
・地域貢献活動の情報
開示。（１５年１０月予
定）

・ディスクロージャー誌
およびホームページに
て地域貢献活動の情
報開示。（１６年８月予
定）

・ １５年１０月地域貢献
ディスクロージャー誌を
発行し、ホームページ
上においても公開しま
した。
・ １６年８月２００４年版
ディスクロージャー誌
発行とともに地域貢献
ディスクロージャー誌を
発行し、ホームページ
上においても公開しま
した。

地域貢献活動の情報
開示の一層の充実に
努めるための情報収
集、検討を行いました。

・ディスクロージャー媒体としては、紙媒体、
電子媒体（ホームページ）で開示する。
・ホームページ掲載の為の態勢整備。
・地域顧客へ窓口、渉外活動を通じて積極
的な説明を行うことで地域貢献に関して理
解を得るとともに、顧客の意見収集に努め
る。
・顧客の意見を参考として、地域貢献活動
と開示情報の一層の充実に努める。

（備考）別紙様式１による個別項目の計画数・・・２９
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３．その他関連する取組み（別紙様式２）

16年10月～17年3月
・１６年１０月２０日 ＦＰ３級　合格　２名
・中小企業診断士１次対策講座　修了認定者１
６名

・左記研修により計画的に職員のスキルアップ
を図りました。

進捗状況
項　　　　　目 具体的な取組み

Ⅰ．１．（２）企業の将来性や技術力を的確に評価できる人
材の育成を目的とした研修の実施

＜平成１５年度＞
・ＦＰ資格の取得に向けて、通信講座助成金
制度利用５名
・中小企業診断士資格の取得に向けて、通信
講座受講者２２名
・全信協主催の「目利き研修」３名参加。
・東信協主催の「企業支援・再生講座」１名参
加。
・東信協主催の「創業・新事業支援強化講座」
１名参加
＜平成１６年度＞
・ＦＰ資格の取得に向けて、通信講座助成金
制度利用５名
・当金庫集合研修「企業再生支援講座」２１名
受講
・当金庫集合研修「目利き業種別支援講座」２
０名受講

①研修機関の開設通信講座の受講推奨、受講料の
半額補助（助成金）
　　○ＦＰ資格の取得　　○中小企業診断士資格の取
得
　　　また、平成１６年度研修費予算の計上により、日
本マンパワー主催の中小企業診断士受験１次対策通
学コースへ参加させ、中小企業診断士を育成して行き
ます。
②全信協、当信協主催の各種講座への職員派遣
○全信協主催の「目利き研修」　○東信協主催の企
業支援・再生講座

Ⅰ．２．（４）中小企業支援スキルの向上を目的とした研修
の実施

15年4月～17年3月

①平成１４年度・融資先開拓講座（初級・上級）コー
ス、土曜研修を開催（外部講師：自主参加）
　（上級コース）14年9月28日・10月5日　24名参加
（初級コース）15年1月18日・1月25日  25名参加
②全信協ならびに東信協主催の各種講座への参加を
積極的に行い育成して行きます。
③研修機関の開設通信講座の受講推奨・補助金、奨
励金制度の活用。

＜平成１５年度＞
・全信協通信講座「融資審査管理回収講座」４
月～９月
　　　  入庫５年目の職員　１０名　受講
・全信協通信講座「企業分析講座」５月～１０
月
　　　　入庫３年目の職員　１０名　受講
・全信協通信講座「金融財産相談講座」１１月
～２月
　　　　入庫３年目の職員　１０名　受講
・全信協通信講座「税務講座」１１月～２月
　　　　入庫４年目の職員　１０名　受講
＜平成１６年度＞
・今年度も上記の通信講座の３１名受講
・集合研修「目利きの業種別支援ランクアップ
講座」外部講師
　16年7月3日・17日20名参加（店長・得意先
担当代理）
・東信協主催「店長情報勉強会」年４会開催へ
の支店長参加
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16年10月～17年3月
進捗状況

項　　　　　目 具体的な取組み
15年4月～17年3月

・東信協主催「下期得意先担当者勉強会」16年
10月～17年3月（８日間）　２名参加

・１６年１０月２６日職員制裁規程・賞罰委員会
規程の施行
・１７年２月～１７年３月 店舗別に個人情報保護
法の勉強会を開催。

１７年３月末まで、取扱い期間を延長することを
決定し推進に努めました。

「地域振興資金融資２」については、１７年３月
末までに融資枠の５０億円の申込みが終了しま
した。
本ローンとともに、地元再開発について都市銀
行３行とともに協調融資に参加しました。

地元へのＰＲは浸透しておりますが、資金需要
が今一歩少ないのが現状。地域内の中小零細
事業者の営業活動を支援出来る同種の提携商
品も視野にいれて引き続き取り組んでいくきま
す。

  景気動向には、明るさが見え始めたとはい
え、地域の中小零細企業が未だ低迷期を脱し
得ない状況から、１６年度から再度の取扱い
を検討し、１６年４月より再発売を決定しまし
た。（「財務支援ローン２」

「地域振興資金融資」１５年９月までに３０億円
の融資枠の申込みが完了した。
本ローンとともに、地元再開発について都市
銀行３行とともに協調融資に参加しました。

地元へのＰＲは浸透しておりますが、資金需
要が今一歩少ないのが現状です。地域内の
中小零細事業者の営業活動を支援出来る同
種の提携商品も視野にいれて引き続き取り組
んでいきます。

地域における、中小零細企業の資金繰りの悪化をみ
て、平成１４年４月～９月（実質６月～９月）の期間内
において中小零細企業および個人事業主に対し、一
定期間を据え置きとする運転資金を注入することで当
該企業の財務内容の改善を目的とした「財務支援
ローン」を販売しました。

地域における、中小零細企業および個人事業主（賃
貸住宅・マンションによる不動産賃貸業を含む）の資
金繰りの悪化、大手行による貸し剥がし・金利引き上
げ等による現在債務が膠着状況に陥った地元顧客へ
の救済策として当金庫独自資金として「地域振興資金
融資」を創設し、期間限定により販売をしております。

ＩＴ化が進み、インターネットによる取引が拡大する中
で、中小零細事業者においては、まだその普及が十
分でないことから、目黒青色申告会との提携により、
当金庫の営業地域内に事業所を有し、目黒青色申告
会の会員もしくは準会員の法人の代表者もしくは個人
事業主に対して、パソコンの購入資金の提供を迅速・
簡便に行なうことにより、ＩＴ化の促進を側面から支援
する目的で商品開発しました。

当金庫独自「財務支援ローン」の発売
（平成１４年４月～９月）
（平成１６年４月～１７年３月）

当金庫独自「地域振興資金融資」の発売
（平成１５年４月～９月）
（平成１６年９月～１７年３月）

目黒青色申告会との提携商品
「めぐろ青色パソコンローン」

Ⅰ．３．（７）企業再生支援に関する人材（ターンアラウンド・
スペシャリスト）の育成を目的とした研修の実施

Ⅱ．５．法令等遵守（コンプライアンス）
　行員による横領事件等、金融機関と顧客等とのリレーショ
ンシップに基づく信頼関係を阻害するおそれがある問題の
発生防止

○全信協主催：企業再生支援講座への職員派遣
平成１５年６月　本部・業務部長を派遣
平成１５年９月　支店長２名参加申込
平成１６年１月　支店長３名参加申込
平成１６年度 　 支店長６名を派遣予定
○上記、講座参加者を講師として、職能別集合研修ま
たは店舗内勉強会等を開催し、企業再生の実務能力
の向上を図ってまいります。

○職員のコンプライアンス・オフィサー認定資格取得
の推奨。
○外部講師による役員研修
○担当理事による、階層別研修の実施
○事故（不祥事）防止等の観点より、連続休暇の完全
履行とコンプライアンスチェックの徹底
○職員懲罰規程の制定
○顧客管理の徹底
○セクシュアル・ハラスメント防止への積極的な啓蒙
活動の実施

・通信講座コンプライアンス・オフィサーの実
施。　受講者１０２名
・セクシュアル・ハラスメントのアンケート調査
の実施。
・外部講師による役員研修を実施
・役員を講師とした各店コンプライアンス担当
者研修を実施
・外部講習会「個人情報保護法とコンプライア
ンス」へ店長・支店長代理が参加
・パート・派遣職員コンプライアンス研修の実
施
・コンプライアンス担当者会議を開催

＜平成１５年度＞
・全信協主催「企業再生支援講座」へ　６名
参加
・東信協主催「上期・下期得意先担当者勉強
会」　４名参加
＜平成１６年度＞
・当金庫集合研修「企業再生支援講座」
　　16年6月12日・19日21名参加（店長・融資
担当代理）
・東信協主催「上期得意先担当者勉強会」８日
間　２名参加
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16年10月～17年3月
進捗状況

項　　　　　目 具体的な取組み
15年4月～17年3月

　平成１６年１０月～１７年３月の商品券収納取
扱い実績は下記の通りとなっております。
　　　　 目黒区　　 29,681枚
　　　　 品川区　　 20,343枚
　　　　 世田谷区　  7,207枚
　　　　 大田区          675枚
       　　　   合計　57,906枚

　平成１６年１０月～１７年３月のポイントカード
（満点分）の取扱い実績は下記の通りとなって
おります。
　　　きりんカード　　　　　　       356枚
　　　学芸大学ポイントカード　 560枚
　　　遊カード　　　　　　　         148枚
                                    合計1,064枚

最近のインターネット接続環境のブロードバンド
化に伴い、インターネットを利用した「めぐろビジ
ネスインターネットサービス」取扱いが中心と
なっております。契約企業数は、順調に伸びて
おり対９月比で２４件の増加となりました。

　上記の取り組みの他、最近のインターネット
接続のブロードバンド化に伴い、取引先企業
においてもインターネットバンキングへの要望
が高まったのを受けて、１６年１月より当金庫
ホームページよりリンクさせたウェッブ版のＦＢ
サービス「めぐろビジネスインターネットサービ
ス」を開始しました。
　ＦＢ同様に本部営業推進専担者が直接顧客
先へ出向いて、システム相談等をサポートして
きたことから、多くの事業所からの支持も得ら
れ、「めぐろ一括データ伝送サービス」、「めぐ
ろビジネスインターネットサービス」全体の契
約企業数で２６３先となりました。

　地区共通商品券の収納業務を、当金庫本支
店所在地の全区において取扱いを継続中。
　こうした取扱いを継続していく中で、商店街と
の連携を強めていくと共に、活性化に向けて
の提案を行っていきます。
　平成１５年４月～１７年３月の商品券収納取
扱い実績は下記の通りとなっております。
　　　　 目黒区　　  95,335枚
　　　　 品川区　　  64,951枚
　　　　 世田谷区　 15,800枚
　　　　 大田区        2,653枚
 　　　     合計　   178,739枚

　地元商店街が発行したポイントカード（満点
分）を当金庫顧客の普通預金に入金するサー
ビスを行っておりが、このサービスを継続して
いくともに、こうした活動を通して地元商店街と
の連携を密にし、新たな決済スキーム等の提
案をしていきます。
　平成１５年４月～１７年３月のポイントカード
（満点分）の取扱い実績は下記の通りとなって
おります。
　　　きりんカード　　　　　　      1,423枚
　　　学芸大学ポイントカード　2,570枚
　　　遊カード　　　　　　　           442枚
                                      合計4,435枚

・目黒区、品川区、世田谷区、大田区における「共通
商品券」収納事務の取扱い。
・当金庫支店所在地の全区において地区共通商品券
の収納事務を取扱っており、個別店舗の売上の決済
面を取扱うことで、事業者の支援を行っております。
今後もこの取扱いを継続していきますが、ＩＴを活用し
た新しい決済スキームについても提案していき、商店
街の活性化を支援していきます。

地元商店街のカード事業を支援するため、地元商店
街が発行したポイントカード（満点分）を当金庫顧客の
普通預金に入金するサービスを行っております。（取
扱店舗：本店、三谷支店、上目黒支店、鵜の木支店）
地元商店街が発行するポイントカードの利便性を高め
ることで商店街のカード事業を側面から支援し、商店
街全体の活性化を図る目的でスタートしましたが、今
後デビットカードを介したＩＣカードによる商店街ポイン
トカード等ＩＴを活用した新しい決済スキームについて
も提案していき、商店街の活性化を支援していきま
す。

本サービスにつきましては、当金庫の業務の効率化と
共に情報技術、インフラが発達整備される状況の中
で、取引先企業にとりましても、利便性があり業務の
効率化に大きく貢献できるといった見地から、業務推
進を行い、また、取引先企業へのアドバイスのスキル
を向上させるため、本部スタッフおよび営業店職員を
外部研修に派遣し態勢作りを行っております。
今後も本サービスを通じて企業のＩＴ化による業務効
率化への支援を継続していく方針です。

営業地区内商店街への支援
「商店街ポイントカード入金事務の取扱い」

取引先事業所への業務のＩＴ化支援
「めぐろ一括データ伝送サービス」

営業地区内商店街への支援
「区内共通商品券収納事務の取扱い」
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16年10月～17年3月
進捗状況

項　　　　　目 具体的な取組み
15年4月～17年3月

１． 年金相談業務として「お客さま相談室」の積
極的な取組み
①個人の年金受給予定者
下期は５店舗１３回に亘り、延べ２１４名のお客
様に年金相談、調査、受給手続きのアドバイス
等の年金相談業務を実施しました。１７年度上
期についても全店舗のお客様を対象に実施を
予定しており、下期同様に年金相談業務を継続
実施していきます。
　 また年金改革問題に絡み、お客様の年金相
談意識は高く、積極的な取り組みをしておりま
す。
②「年金セミナー」の開催
　　　専任社会保険労務士を講師に平成1７年2
月21日、梅丘支店において第１５回「年金セミ
ナー」を開催しました。
　　　〔内容〕　a.現行の年金制度
　　　　　　　　　雇用保険と年金の関係、在職老
齢年金。
　　　　　　　　b.年金制度改革のスケジュール
　　等の内容にて、個人受給予定者、事業主、
法人社会保険の労務担当者１６名の参加を得
て実施しました。
２． 相談業務の能力開発
「ファイナンシャルプランナー」の通信講座プロ
グラムを４名の職員が受講しており、レベルアッ
プに努めていおります。

１．相談業務として「お客さま相談室」の積極
的な取組み
①個人の年金受給予定者
　　年金受給予定者を対象に年金相談、調
査、受給手続きのアドバイス等を実施しまし
た。
　　１１店舗　４７回　延べ人員　１，３４２名
　②「年金セミナー」の開催
　　　個人受給予定者、事業主、法人社会保
険の労務担当者対象に
４回に亘り実施しました。
　　　延べ参加者　　６７名
２．相談業務の能力開発
「ファイナンシャルプランナー」の通信講座プロ
グラムを４名の職員が受講しており、レベル
アップに努めております。

１．体制
○年金専任　社会保険労務士(金庫本部職員)　１名
○有資格者　社会保険労務士(渉外担当職員)　２名
２．年金業務への「お客さま相談室」の積極的な取組
み
専任社会保険労務士の対応
３．ファイナンシャルアドバイザーの資格取得と相談業
務への取組み
能力開発は、研修機関開設の通信講座プログラムに
より養成を図っております。
○ファイナンシャルプランナー　有資格者　２名
○ファイナンシャルアドバイザー有資格者　１名

「お客さま相談室」として相談業務への取組みと能力開発

11 （目黒信用金庫）
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（別紙様式３－２） 

Ⅰ 中小企業金融の再生に向けた取組み 
 ２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化 
  （３）要注意先債権等の健全債権化及び不良債権の新規発生防止のための体制整備強

化並びに実績公表 
 

具体的な取組み 

・融資課に「経営改善支援グループ(仮称)」を新設する。    
 また、全店の店長に業界団体主催の「企業再生支援人材育成研

修等」を受講させ、修了者等を「経営改善支援担当者」とする。

・「経営改善支援グループ(仮称)」は、支店と十分連携し、経営改
善の可能性のある債務者企業の選定・支援方策を検討する。 
・「経営改善支援担当者」は、本部(「経営改善支援グループ(仮称)」)
と十分連携し、経営改善の可能性のある債務者企業の選定・支

援方策を検討する」 
・大口与信先を中心に、定期的に業況ヒアリングを実施し、継続

的な業況把握に努める。 
・審査担当者のスキル向上の観点から、業界団体が実施予定の「企

業再生支援人材育成研修」や中小企業支援スキルの向上を目的

とした研修プログラムに積極的に参加する。また、職員に中小

企業診断士等の資格取得を奨励する。 
 

１５年度 

・業界団体主催の「企業再生支援人材育成研修」を受講させ、修

了者による「経営支援グループ(仮称)」の新設検討。 
・「企業再生支援人材育成研修」等研修プログラムヘの参加 
・経営改善の可能性のある債務者企業の選定・支援方策の検討。 

 

 

 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ 

 

１６年度 

・支援方策の実施状況の適切なフォロー 
・経営改善の可能性のある債務者企業の追加選定や具体的 
経営改善支援等の拡充。 
・前年度の取組み実績の検証及びそれを踏まえた効果的施策の検

討。 
・取組み実績等をディスクロ誌等で公表。 

 

備考（計画の詳細） 

 

 

 

 

(1)経営改善支援に関する

体制整備の状況（経営

改善支援の担当部署を

含む） 

 １５年４月～１７年３月 

・担当役員・常務理事  矢部 甲子 
・本部推進部署：業務部融資課・「企業再生支援グループ」 
（「具体的取組策」で挙げた「経営改善支援グループ」(仮称)
を「企業再生支援グループ」として１５年１１月設置）業務部長以

下８名配置。 
・取引先企業に対する経営相談、支援機能の強化について、「企業再

生支援講座」の研修に営業店長を参加させる。 

・１６年３月規程・要領・行動計画を定めるとともに営業店向け説明会を

実施、人材育成のため外部研修・集合研修を受講させスキルの向上

を図る。 

 

 

 

 

 

進

捗

状

況 

 

  １６年４月～１７年３

月 

１６年６月本部集合研修で「企業再生支援講座」を開催。（営業店長、

融資担当役席中心に２１名受講）。１６年６月経営改善の取組み実績を

ホームページ上で公開する。 
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(2)経営改善支援の取組み

状況（注） 

 １５年４月～１７年３月 

 

○基本方針 

 当金庫営業地区内の取引先企業に対し企業再生支援活動を通

じ、地域経済・中小零細企業の活性化・発展に貢献することによ

り、信用リスク量の低減、自己資本・収益力の強化を図り、地域

における社会的使命を果たす。 

○取組み内容 

・経営改善支援先との係わりを強化し、より実効性のある支援活

動とするため、支援対象先の絞込みを行なった。 

・直近の自己査定結果により、企業再生支援グループで協議し、

支援先を選定、経営改善計画の策定をする。 

・１６年度選定先１８先について取り組んだ。 

○支援先の改善内容 

・経営改善計画書の進捗状況を確認し取引先へのアドバイスを行

なった。 

・１６年度選定先１８先の内、経費削減等の助言によりランクア

ップした先は５先（内要管理先からその他要注意先１先、その他

要注意先から正常先へ４先） 

（経営改善例） 

・店舗戦略を見直し不採算店舗整理することで増収増益となり、

財務内容が改善された結果、要管理先よりその他要注意先へラ

ンクアップした。 

・再生資金として新設備資金（成形機械購入資金）を追加融資し

た。投資効果も出ており、今後の利益計上は十分見込める先と

なった。 

・事業再生に対する経営者の意識が高まり、売上も増加。また、

支援グループもコスト削減を指導し会社もコスト削減を意識す

るようになったことで製造コスト等が改善されキャッシュフロ

ーも回転するようになった。その結果、その他要注意先より正

常先にランクアップとなる。 

○課題 

取引先の再生には時間が掛かる場合が多く、今後の継続した

取組みが必要とされる。また、経営者が改善提案を納得し改善

しようとするモチベーションを高めることが再生支援初期段階

の課題で今回最も多く時間を費やした。今後とも長期的な視野

に立ち改善･支援に取り組んでいく。 

（支援先の課題） 

支援先においては経営者の再生への意識は高まったものの

売上増加には至っていない。また、小規模企業である為、リス

トラ効果は望めずコストに見合った売上も未だ確保できない

ことが課題である。 

 １６年４月～１７年３

月 

1６年度選定先１８先の内、経費削減等の助言により財務内容が

改善され、５先がランクアップした。（内要管理先からその他要注

意先１先、その他要注意先から正常先へ４先） 

 

（注）下記の項目を含む 

・経営改善支援について、どのような取組み方針を策定しているか。 

・同方針に従い、具体的にどのような活動を行ったか。 
・こうした取組みにより支援先にどのような改善がみられたか。 
・こうした取組みを進め成果を上げていくための課題は何か（借手の中小企業サイドの課題を含む） 



（別紙様式３－３）

目黒信用金庫

【15年度（15年4月～17年3月）】
（単位：先数）

αのうち期末に債務者
区分が上昇した先数　β

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった先
γ

うちその他要注意先 505 10 3 7

うち要管理先 101 5 4 1

破綻懸念先 58 0 0 0

実質破綻先 62 0 0 0

破綻先 11 0 0 0

合　計 2,885 18 7 8

注） ・期初債務者数及び債務者区分は１５年４月当初時点で整理

・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。

・βには、当期末（１７年３月末）の債務者区分が期初（１５年４月末）より上昇した先数を記載。

　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。

・期初（１５年４月当初）の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末（１７年３月末）に債務者区分が「うちその他要注意先」に

　上昇した場合はβに含める。

・期初（１５年４月当初）に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に

　選定時の債務者区分が期初（１５年４月当初）の債務者区分と異なっていたとしても）期初（１５年４月当初）の債務者区分に従って

　整理すること。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。

・γには、期末（１７年３月末）の債務者区分が期初（１５年４月当初）と変化しなかった先数を記載。

・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。

経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績

0

要
注
意
先

正常先

うち
経営改善支援取組み先　α

期初債務者数

2,148 3

14



（別紙様式３－４）

目黒信用金庫

【16年度（16年4月～17年3月）】
（単位：先数）

αのうち期末に債務者
区分が上昇した先数　β

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった先
γ

うちその他要注意先 536 16 4 12

うち要管理先 41 2 1 1

破綻懸念先 29 0 0 0

実質破綻先 45 0 0 0

破綻先 9 0 0 0

合　計 2,759 18 5 13
.

注） ・期初債務者数及び債務者区分は16年4月当初時点で整理
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
・βには、当期末の債務者区分が期初より上昇した先数を記載。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」に
  上昇した場合はβに含める。
・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については
　（仮に選定時の債務者区分が期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。
・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。

経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績

0

要
注
意
先

正常先

うち
経営改善支援取組み先　α

期初債務者数

2,099 0

１５




